
二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

市
川
三
郷
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
柳
平
塩
山
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
長

の
別
　
（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
字
西
大
庭
一
一
六
六
番
二
地

旧

九
・
七
〜

一
七
四
・
六

先
か
ら

一
九
・
一

山
梨
市
牧
丘
町
城
古
寺
字
鶴
巻
四
二
七
番
一
〇
地

先
ま
で

新

九
・
七
〜

一
七
四
・
六

一
九
・
一

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）

期
日

県
道

柳
平
塩
山
線

山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
字
西
大
庭
一
一

一
八
五
・
八

平
成
二
十
八

六
六
番
二
地
先
か
ら

年
六
月
三
十

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
換
地
計
画
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
三

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
三

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
三

公
　
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
四

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
四

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
七

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
八

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
〇
八

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
…
…
…
六
〇
九

に
関
す
る
規
則告

　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
三
珠
豊
富
地
区
矢
作
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
号
　
　
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
〇
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

六
月
三
十
日

第
二
千
六
百
十
七
号

木　曜　日



山
梨
市
牧
丘
町
城
古
寺
字
鶴
巻
四
二

日

七
番
一
〇
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
　
住
所

者
の
氏
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号

代
表
取
締
役
　
辻
田
泰
徳

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
オ
ギ
ノ
西
八
幡
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
西
八
幡
字
浜
海
道
下
二
千
六
百
一
番
地
一
号

２
　
変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
　
変
更
後
の
住
所

っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号

代
表
取
締
役
　
辻
田
泰
徳

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
二
日

四
　
縦
覧
場
所

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
●
山
梨
県
庁
別
館
二
階
●
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

旧
西
八
代
郡
上
九
一
色
村

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
九
年
六
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
三
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

旧
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
富
士
ヶ
嶺
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
農
用
地
利
用
配
分
計
画

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者
　
　
　
賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
　
居
住
し
、
又
は
所
　
所
在
　

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
号
　
　
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

六
〇
四



在
す
る
市
区
町
村

堀
内
　
治
　
　
　
富
士
吉
田
市
　
　
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
久
根

二
、
七
九
二

ノ
内
二
千
九
百
四
十
六
番
外

七
筆

有
限
会
社
営
農
　
山
梨
市
　

山
梨
市
下
井
尻
字
飛
澤
二
百
　

一
、
五
五
二

塾
マ
ル
ニ
　

八
十
七
番
二

中
村
　
誠
三
　

山
梨
市
　

山
梨
市
正
徳
寺
字
欠
ケ
下
八
　

九
二
九

百
十
二
番
外
二
筆

三
澤
　
春
彦
　

山
梨
市
　

山
梨
市
万
力
字
大
川
原
千
七
　

一
、
〇
二
二

百
七
十
三
番
外
三
筆

高
野
　
弘
法
　

山
梨
市
　

山
梨
市
中
村
字
上
沼
五
百
十
　

一
、
三
六
六

八
番
外
一
筆

長
沢
　
富
士
雄

山
梨
市
　

山
梨
市
堀
内
字
源
田
窪
二
千
　

一
、
五
四
〇

五
十
七
番
一
外
二
筆

加
賀
見
　
進
　

山
梨
市
　

山
梨
市
三
ケ
所
字
梨
木
六
百
　

五
、
一
二
八

三
十
五
番
外
四
筆

坂
本
　
勝
　

山
梨
市
　

山
梨
市
万
力
字
寺
ノ
前
六
百
　

一
七
六

六
十
八
番
二

服
部
　
達
朗
　

山
梨
市
　

山
梨
市
三
富
川
浦
字
見
畑
三
　

六
四
三

百
七
十
八
番

上
原
　
美
奈
　

韮
崎
市
　

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
澤
字
東
　

一
、
五
二
八

ノ
田
四
千
二
百
七
十
五
外
一

筆

小
島
　
伸
　

韮
崎
市
　

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
澤
字
牛
　

三
、
三
〇
九

池
千
七
百
四
番
一
外
一
筆

石
井
　
健
太
郎

南
ア
ル
プ
ス
市
　

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
諏
訪
字
　

二
、
三
一
六

金
丸
三
百
十
一
番
三
外
一
筆

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
諏
訪
字
　

五
四
六

中
河
原
九
百
十
六
番
一

塚
原
　
佳
輔

南
ア
ル
プ
ス
市

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
字
　

二
、
〇
三
〇

御
柱
二
百
十
七
番

新
原
農
場
株
式

南
ア
ル
プ
ス
市
　

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
西
河
　

九
八
四

会
社
　

原
三
百
八
十
四
番
一

宇
佐
見
　
達
也

北
杜
市
　

北
杜
市
白
州
町
花
水
字
花
水
　

五
八
八

二
千
三
百
十
五
番
外
一
筆

北
杜
市
白
州
町
花
水
字
花
水
　

四
七
五

二
千
三
百
十
九
番

農
事
組
合
法
人

北
杜
市
　

北
杜
市
高
根
町
浅
川
字
中
反
　

五
三
、
〇
一
九

玉
浅
　

二
千
八
百
七
十
九
番
一
他
四

十
一
筆

大
和
田
　
貞
二

北
杜
市
　

北
杜
市
高
根
町
小
池
字
前
田
　

三
、
六
七
五

二
百
九
十
一
番
外
一
筆

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
字
辻
　

二
、
三
七
二

二
千
二
百
五
十
六
番

瀬
戸
　
義
和

北
杜
市
　

北
杜
市
小
淵
沢
町
上
笹
尾
字
　

一
、
四
一
八

後
田
四
千
六
十
六
番

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
号
　
　
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

六
〇
五



北
杜
市
小
淵
沢
町
字
大
久
保
　

一
一
、
六
六
五

八
千
三
百
九
十
一
番
三
外
五

筆

農
事
組
合
法
人
　
北
杜
市
　

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
西
田
　

四
、
二
〇
〇

い
ず
み
そ
ば
組
　

千
九
百
五
十
二
番
外
二
筆

合

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
五
里
　

一
、
九
八
六

畑
五
千
三
百
四
十
六
番
外
一

筆北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
南
平
　

八
、
四
七
八

七
千
三
百
八
十
一
番
外
八
筆

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
大
和
　

九
一
四

田
四
千
七
百
一
番

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
五
里
　

八
五
一

畑
五
千
二
百
十
三
番

利
根
川
　
浩

北
杜
市
　

北
杜
市
高
根
町
清
里
字
長
原
　

二
、
八
三
〇

三
百
一
番
二
十

平
井
　
孝
幸

北
杜
市
　

北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
字
吉
指
　

二
、
五
六
三

千
百
九
十
六
番

小
山
　
一
良

笛
吹
市
　

笛
吹
市
八
代
町
増
利
字
向
起
　

五
八
九

千
二
百
九
十
一
番
十
二

中
村
　
孝
洋

笛
吹
市
　

笛
吹
市
一
宮
町
金
田
字
下
桃
　

一
、
八
七
〇

木
町
八
百
五
十
九
番
外
一
筆

古
屋
　
進
　

笛
吹
市
　

笛
吹
市
八
代
町
南
字
曲
田
二
　

一
、
三
五
六

千
二
百
四
十
一
番
一
外
一
筆

藤
巻
　
利
幸
　

笛
吹
市
　

笛
吹
市
八
代
町
永
井
字
塚
越
　

一
、
一
五
六

千
六
百
七
十
二
番

加
々
美
　
久
一

甲
州
市
　

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
字
賓
　

一
、
三
〇
九

頭
虜
五
百
七
十
八
番

三
枝
　
宗
徳
　

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
小
佐
手
字
寺
　

一
、
二
五
六

山
二
千
三
百
十
五
番
一

市
川
　
久
孝
　

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
小
　

八
〇
五

泉
七
百
九
十
七
番
一

古
屋
　
一
夫
　

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
字
西
　

二
一
四

林
千
二
百
八
十
七
番
二

蒔
田
　
啓
悟
　

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
上
岩
崎
字
下
　

二
、
〇
三
九

新
田
三
百
六
番
外
二
筆

小
嶋
　
健
　

甲
州
市
　

甲
州
市
塩
山
上
井
尻
字
大
花
　

一
、
九
四
六

堂
千
三
百
五
十
五
番
外
十
筆

相
川
　
陽
一
　

甲
州
市
　

甲
州
市
塩
山
熊
野
字
中
道
千
　

三
、
六
六
〇

二
百
十
三
番
外
三
筆

阪
本
　
勇
人
　

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
字
願
光
　

二
、
〇
六
〇

寺
四
百
三
十
九
番
一
外
一
筆

平
山
　
勝
也
　

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
字
願
光
　

二
、
三
九
二

寺
四
百
三
十
六
番
一
外
五
筆

二
重
作
　
孝
也

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
字
北
境
　

一
、
二
六
一

田
四
百
二
十
一
番

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
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十
八
年
六
月
三
十
日

六
〇
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御
手
洗
　
弘

甲
州
市
　

甲
州
市
塩
山
上
井
尻
字
塚
田
　

二
、
一
八
六

五
十
七
番
外
三
筆

廣
瀬
　
一
　

甲
州
市
　

甲
州
市
塩
山
上
井
尻
字
金
山

四
二
三

九
百
十
四
番

夏
八
木
　
秀
実

甲
州
市
　

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
字
南
庄
　

一
、
三
三
七

屋
敷
二
千
三
百
六
十
二
番
一

廣
瀬
　
嘉
仁

甲
州
市
　

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
字
東
　

三
、
六
五
二

林
二
千
七
百
二
十
六
番
外
一

筆

三
浦
　
尚
志

南
都
留
郡
鳴
沢
村

山
梨
市
南
字
長
窪
二
千
五
百
　

三
、
二
〇
九

二
十
二
番
外
五
筆

（
詳
細
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
農
政
部
担
い
手
・
農
村
対
策
室
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。）

二
　
認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
両
村

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
退
　
任

役
職
名
　
氏
名
　
　
　
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

理
事
　
　
馬
場
君
忠
　
　
北
杜
市
明
野
町
上
手
三
一
〇
八
番
　
平
成
二
十
八
年
六
月
十
二
日

地

同
　

水
上
茂
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
八
〇

同

番
地

同
　

三
井
金
彦
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
一
八
九
番
　
同

地

同
　

篠
原
俊
夫
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
三
一
八
一
番
　
同

地

同
　

横
山
伶
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
二
〇
一
九
番
　
同

地
一

同
　

篠
原
哲
夫
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
一
五
五
五
　
同

番
地

同
　

小
泉
哲
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
四
〇
三
九
　
同

番
地

同
　

上
野
政
巳
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
六
五
八
　
同

番
地

監
事
　

三
井
弘
文
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
二
六
一
番
　
同

地

同
　

八
代
義
政
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
一
八
六
五
番
　
同

地

同
　

宮
川
弘
道
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
三
九
　
同

番
地

同
　

小
泉
正
明
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
二
〇
〇
〇
　
同

番
地

二
　
就
　
任

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
号
　
　
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

六
〇
七



役
職
名
　
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
　

三
井
金
彦

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
一
八
九
番
　
平
成
二
十
八
年
六
月
十
三
日

地

同
　

小
泉
敏
成
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
四
一
九
七
　
同

番
地

同
　

深
澤
昌
仁
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
三
七
一
四
番
　
同

地

同
　

窪
寺
勝
則
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
一
三
一
〇
〇
　
同

番
地
二

同
　

伊
藤
吉
夫
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
五
九
五
〇
番
　
同

地
二

同
　

伊
藤
孝
征
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
一
八
四
〇
番
　
同

地

同
　

清
水
正
寛
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
二
三
四
二
番
　
同

地

同
　

水
森
栄
一
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
三
三
六
五
　
同

番
地

同
　

守
屋
久
志
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
一
四
五
二
　
同

番
地

同
　

松
坂
長
光
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
一
六
九
三
　
同

番
地
一

監
事
　

藤
原
忠
晴
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
四
一
三
八
　
同

番
地

同
　

篠
原
正
人
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
五
四
四
三
番
　
同

地
二

同
　

馬
場
正
義
　

北
杜
市
明
野
町
上
手
一
七
四
九
番
　
同

地

同
　

杉
山
明
　

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
一
二
八
三
　
同

番
地

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
吉
田
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
更
新
）

二
　
測
量
の
地
域
　
富
士
吉
田
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
杜
市
長
坂
町
小
荒
間
字
小
泉
六
百
九
十
五
の
一
、
六
百
九
十
六
の
一
、
六
百
九
十
六
の
三
、
六

百
九
十
六
の
四
、
六
百
九
十
六
の
五
、
六
百
九
十
六
の
六
、
六
百
九
十
六
の
七
、
六
百
九
十
六
の
八
、

六
百
九
十
六
の
九
、
六
百
九
十
六
の
十
、
六
百
九
十
六
の
十
一
、
六
百
九
十
六
の
十
二
、
六
百
九
十

六
の
十
三
、
六
百
九
十
六
の
十
四
、
六
百
九
十
六
の
十
五
、
六
百
九
十
六
の
十
六
、
六
百
九
十
六
の

十
七
、
六
百
九
十
六
の
十
八
、
六
百
九
十
六
の
十
九
、
六
百
九
十
六
の
二
十
、
六
百
九
十
六
の
二
十

一
、
六
百
九
十
六
の
二
十
二
及
び
六
百
九
十
六
の
二
十
三
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
号
　
　
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
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公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
位
置
及
び
区
域

道
路
　
水
路
　
河
川
　
　
次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
北
杜
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

●
東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
二
丁
目
四
十
五
番
八
号
　
株
式
会
社
セ
ラ
ヴ
ィ
リ
ゾ
ー
ト
泉
郷
　
代
表
取

締
役
　
江
間
英
夫公

安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

赤
　
　
岡
　
　
利
　
　
行

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る

規
則

目
次
　

第
一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
主
宰
者
（
第
二
条
―
第
八
条
）

第
三
章
　
代
理
人
、
補
佐
人
、
参
考
人
等
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章
　
意
見
聴
取
準
備
の
た
め
の
手
続
（
第
十
四
条
―
第
十
七
条
）

第
五
章
　
意
見
聴
取

第
一
節
　
意
見
聴
取
の
進
行
（
第
十
八
条
―
第
二
十
六
条
）

第
二
節
　
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
条
）

第
三
節
　
証
拠
調
べ
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
九
条
）

第
四
節
　
意
見
聴
取
調
書
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

第
六
章
　
雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

当
事
者
●
山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。）
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
（
以
下
「
命
令
」
と
い
う
。）
に
係
る
者

又
は
条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
仮
の
命
令
」
と
い
う
。）
を
受
け

た
者
を
い
う
。

二

代
理
人
●
当
事
者
の
委
任
を
受
け
当
事
者
に
代
わ
っ
て
意
見
聴
取
に
出
頭
し
当
事
者
の
た
め
に

意
見
聴
取
に
関
す
る
一
切
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
い
う
。

三

補
佐
人
●
意
見
聴
取
に
お
い
て
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
意
見
を
述
べ
、
か
つ
、
有
利
な
証

拠
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
を
補
佐
す
る
者
を
い
う
。

四

参
考
人
●
意
見
聴
取
に
お
い
て
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
案
に
関
す
る
専
門
的
事
項
、
当
該
事
案

の
事
実
関
係
等
に
つ
い
て
証
言
す
る
者
で
あ
っ
て
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。

第
二
章
　
主
宰
者

（
主
宰
者
）

第
二
条
　
条
例
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
第
三
項
の
意
見
聴
取
は
、
山
梨
県
公
安
委
員
会

（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）
が
主
宰
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
が
指
名
す
る
公
安
委
員
（
以
下

「
指
名
公
安
委
員
」
と
い
う
。）
又
は
次
条
の
意
見
聴
取
官
に
前
項
の
意
見
聴
取
を
主
宰
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
意
見
聴
取
に
係
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
又
は
仮
の
命
令
を
し
た

理
由
に
つ
い
て
重
大
な
争
点
が
あ
る
と
認
め
る
事
案
に
係
る
意
見
聴
取
に
つ
い
て
は
、
意
見
聴
取
官

に
主
宰
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
見
聴
取
官
）

第
三
条
　
意
見
聴
取
官
は
、
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
法
律
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有

し
、
か
つ
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
山
梨
県
警
察
の
職
員
（
以
下
「
職

員
」
と
い
う
。）
で
警
視
以
上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
職
員
の

う
ち
か
ら
山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
名
す
る
。

２

意
見
聴
取
官
は
、
意
見
聴
取
を
主
宰
す
る
ほ
か
、
公
安
委
員
会
又
は
指
名
公
安
委
員
が
主
宰
す
る

意
見
聴
取
に
つ
き
、
公
安
委
員
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
陪
席
し
て
主
宰
者
を
補
佐
し
、

そ
の
他
意
見
聴
取
に
関
し
公
安
委
員
会
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
除
斥
事
由
）

第
四
条
　
主
宰
者
（
公
安
委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
席
す
る
公
安
委
員
。
以
下

こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

そ
の
職
務
の
執
行
か
ら
除
斥
さ
れ
る
。
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一
　
主
宰
者
が
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
で
あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。

二
　
主
宰
者
が
当
事
者
の
四
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。

三

主
宰
者
が
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監

督
人
で
あ
る
と
き
。

四
　
主
宰
者
が
事
案
に
つ
い
て
参
考
人
と
な
っ
た
と
き
。

（
忌
避
の
申
出
）

第
五
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
主
宰
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
意
見
聴
取
の
審
理
の

公
正
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
忌
避
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

主
宰
者
が
事
案
の
関
係
人
（
条
例
第
十
九
条
又
は
条
例
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為
の
相
手
方
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
る
と
き
。

二
　
主
宰
者
が
事
案
の
関
係
人
の
四
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。

三

主
宰
者
が
事
案
の
関
係
人
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は

補
助
監
督
人
で
あ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
忌
避
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
忌
避
の
申
出
の
時
期
）

第
六
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
陳
述
を
し
た
と
き

は
、
主
宰
者
の
忌
避
を
申
し
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
忌
避
の
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
と

き
又
は
忌
避
の
原
因
が
そ
の
後
に
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
続
の
停
止
）

第
七
条
　
主
宰
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
忌
避
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
手
続
を
停
止

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
が
手
続
を
遅
延
さ
せ
る
目
的
の
み
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
他
忌
避
の
申
出
に
理
由
が
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
主
宰
者
が
こ
れ
を
却
下
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
忌
避
の
申
出
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
八
条
　
公
安
委
員
会
は
、
忌
避
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

忌
避
の
申
出
に
係
る
公
安
委
員
は
、
前
項
の
審
査
の
議
決
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
忌
避
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
安
委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
意
見
聴
取
に
出
席
す
る
公
安
委
員
の
忌
避

の
と
き
　
そ
の
公
安
委
員
を
除
斥
す
る
こ
と
。

二
　
指
名
公
安
委
員
の
忌
避
の
と
き
　
そ
の
指
名
公
安
委
員
の
指
名
を
取
り
消
す
こ
と
。

三
　
意
見
聴
取
官
の
忌
避
の
と
き
　
そ
の
意
見
聴
取
官
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
。

第
三
章
　
代
理
人
、
補
佐
人
、
参
考
人
等

（
代
理
人
）

第
九
条
　
当
事
者
は
、
意
見
聴
取
に
代
理
人
を
出
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
ま

で
に
、
当
該
代
理
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
当
事
者
と
の
関
係
を
記
載
し
た
代
理
人
選
任
届
出
書
（
第

一
号
様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
意
見
聴
取
が
続
行
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
回
の
期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
に
引

き
続
き
出
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
代
理
人
選
任
届
出
書
に
は
、
当
事
者
が
当
該
代
理
人
に
対
し
て
当
事
者
の
た
め
に
意
見
聴

取
に
関
す
る
一
切
の
手
続
を
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
旨
を
明
示
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
補
佐
人
）

第
十
条
　
当
事
者
は
、
意
見
聴
取
に
補
佐
人
を
出
席
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

意
見
聴
取
の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
補
佐
人
の
氏
名
、
住
所
、
当

事
者
と
の
関
係
及
び
補
佐
す
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
宰
者
に
提
出
し
て
そ
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
意
見
聴
取
に
出
席
さ
せ
よ
う
と
す
る
補
佐
人
で

あ
っ
て
既
に
受
け
た
許
可
に
係
る
事
項
に
つ
き
補
佐
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
（
第
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
を
含
む
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お

い
て
同
じ
。）

当
該
通
知
さ
れ
た
期
日
前
四
日

二

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
●
当
該
通
知
さ

れ
た
期
日
前
三
日

三

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
期
日
に
お
い
て
行
う
意
見
聴
取
●
当
該
通
知

さ
れ
た
期
日
前
四
日
以
内
で
主
宰
者
が
定
め
る
日

２

主
宰
者
は
、
前
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
事

者
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

補
佐
人
は
、
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
と
と
も
に
意
見
聴

取
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
、
そ
の
他
必
要
な
補
佐
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

補
佐
人
の
陳
述
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
直
ち
に
取
り
消
さ
な
い
と
き
は
、
自
ら
陳
述
し

た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
一
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
が
事
案
に
つ
い
て
必
要
な
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る
者
を
補
佐
人
と
し
て
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
参
考
人
）
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第
十
二
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
案
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
案
の
関
係
人
そ
の
他
適
当
と
認
め
る

者
に
対
し
、
参
考
人
と
し
て
意
見
聴
取
へ
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

当
事
者
は
、
前
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
意
見
聴
取

の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
参
考
人
と
し
て
意
見
聴
取
へ
の
出
席
を

求
め
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
証
言
の
要
旨
を
記
載
し
た
申
出
書
を
主
宰
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

主
宰
者
は
、前
項
の
申
出
に
係
る
者
を
参
考
人
と
し
て
意
見
聴
取
へ
の
出
席
を
求
め
る
場
合
に
は
、

意
見
聴
取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
立
会
警
察
職
員
）

第
十
三
条
　
主
宰
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
に
係
る
事
案
の
処
理
に
関
す
る

事
務
を
取
り
扱
う
職
員
を
意
見
聴
取
に
出
席
さ
せ
、
当
該
職
員
（
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

「
立
会
警
察
職
員
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
又
は
仮
の
命
令
を
し
た
理
由

に
係
る
事
実
上
又
は
法
律
上
の
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
章
　
意
見
聴
取
準
備
の
た
め
の
手
続

（
意
見
聴
取
の
通
知
）

第
十
四
条
　
条
例
第
三
十
六
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
意

見
聴
取
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
を
送
達
し
て
行
う
。

２

条
例
第
三
十
七
条
第
三
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
意
見
聴
取
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
を
送
達
し
て
行
う
。

３

前
二
項
の
意
見
聴
取
通
知
書
に
は
、
次
の
事
項
（
前
項
の
意
見
聴
取
通
知
書
に
あ
っ
て
は
、
第
二

号
及
び
第
三
号
）
を
記
載
し
て
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
意
見
聴
取
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
の
措
置

二
　
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

三

意
見
聴
取
に
お
い
て
事
案
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
か
つ
、
有
利
な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨

４

第
一
項
の
通
知
は
意
見
聴
取
の
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
第
二
項
の
通
知
は
意
見
聴
取
の
期
日
の

五
日
前
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
聴
取
の
公
示
）

第
十
五
条
　
条
例
第
三
十
六
条
第
二
項
（
条
例
第
三
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
の
変
更
）

第
十
六
条
　
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
者
（
第
二
十
三
条
第
二
項
の
通
知
を
受

け
た
者
を
含
む
。）
は
、
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
公
安
委
員
会
に

対
し
、
意
見
聴
取
期
日
（
場
所
）
変
更
申
出
書
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
、
意
見
聴
取
の
期
日
又
は

場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
意
見
聴
取
期
日
（
場
所
）
変
更
通
知
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
当
事
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
陳
述
書
）

第
十
七
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
を
効
率
的
に
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、

当
事
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
先
立
ち
、
当
事
者
に
対
し
、
事
案
に
つ
い
て

の
意
見
を
陳
述
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
陳
述
書
」
と
い
う
。）
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

当
事
者
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
先
立
ち
、
主
宰
者
に
対
し
、
陳
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
五
章
　
意
見
聴
取

第
一
節
　
意
見
聴
取
の
進
行

（
意
見
聴
取
の
方
法
）

第
十
八
条
　
意
見
聴
取
は
、
口
頭
に
よ
り
行
う
。

（
冒
頭
手
続
）

第
十
九
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
の
冒
頭
に
お
い
て
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
命
令
を

し
よ
う
と
す
る
理
由
又
は
仮
の
命
令
を
し
た
理
由
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
げ
ら
れ
た
理
由
に
関
し
、
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
証
拠
調
べ
）

第
二
十
条
　
主
宰
者
は
、
前
条
の
手
続
が
終
わ
っ
た
後
に
、
第
三
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
証
拠

調
べ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

証
拠
調
べ
は
、
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
意
見
聴
取
の
期
日
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
釈
明
）

第
二
十
一
条
　
主
宰
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
、

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
問
い
を
発
し
、
又
は
立
証
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
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（
意
見
聴
取
に
お
け
る
発
言
等
）

第
二
十
二
条
　
意
見
聴
取
に
お
い
て
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
又
は
参
考

人
若
し
く
は
立
会
警
察
職
員
以
外
の
者
は
、
意
見
の
陳
述
又
は
証
言
そ
の
他
の
発
言
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

２

意
見
聴
取
に
お
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
発
言
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
宰
者
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
に
お
い
て
発
言
す
る
者
が
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る
と
き
、
そ
の

他
意
見
聴
取
に
お
け
る
審
理
の
適
正
な
進
行
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
発
言
を

制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
続
行
）

第
二
十
三
条
　
主
宰
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
新
た
に
期
日
を
定
め
て
意
見
聴
取

を
続
行
す
る
も
の
と
す
る
。

一

天
災
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
意
見
聴
取
を

中
断
し
た
と
き
。

二

期
日
に
お
い
て
行
わ
れ
た
意
見
聴
取
で
は
命
令
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
仮
の
命
令
が
不
当
で
な

い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
に
熟
さ
な
い
と
認
め
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
を
続
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
新
た
な
期
日
に
お
け
る
意
見
聴
取

の
期
日
及
び
場
所
を
意
見
聴
取
続
行
通
知
書
（
第
六
号
様
式
）
を
送
達
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
に

通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
事
者
又
は
そ

の
代
理
人
が
意
見
聴
取
に
出
頭
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
事
者
へ
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
意
見
聴
取

続
行
通
知
書
の
送
達
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
口
頭
で
告
げ
れ
ば
足
り
る
。

３
　
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
終
結
）

第
二
十
四
条
　
主
宰
者
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
決
定
を
す
る
に
熟
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
意
見
聴
取
を
終
結
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
宰
者
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
主
宰
者
の
問
い
に
答
え

ず
、
そ
の
他
意
見
を
述
べ
有
利
な
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
を
放
棄
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
退
場
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
意
見
聴
取
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
の
状
況
の
報
告
）

第
二
十
五
条
　
指
名
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官
が
意
見
聴
取
を
主
宰
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者

は
、
意
見
聴
取
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
を
続
行
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
期
日
に
お
け
る
意
見
聴
取
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。）
の
終
了
後
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
意
見
聴
取
調
書
を
公
安
委
員
会
に
提

出
し
、
意
見
聴
取
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
公
開
と
す
る
場
合
の
手
続
）

第
二
十
六
条
　
主
宰
者
は
、
条
例
第
三
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
条
例
第
三
十
七
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
を
公
開
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、

傍
聴
人
に
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
告
げ
て
退
場
を
命
じ
、
公
開
し
な
い
こ
と
と
す
る
事
由
が
な
く

な
り
再
び
公
開
す
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
告
げ
て
傍
聴
人
を
入
場
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
の
維
持

（
傍
聴
に
つ
い
て
の
措
置
）

第
二
十
七
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
職
員
を
し
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
傍
聴
席
の
数
に
相
応
す
る
数
の
傍
聴
券
を
発
行
し
、
そ
の
所
持
者

以
外
の
者
の
入
場
を
禁
ず
る
こ
と
。

二

傍
聴
人
の
被
服
若
し
く
は
所
持
品
を
検
査
し
、
又
は
危
険
物
、
拡
声
器
そ
の
他
意
見
聴
取
の
会

場
に
持
ち
込
む
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
物
の
持
込
み
を
禁
ず
る
こ
と
。

三

前
号
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
号
の
禁
止
に
従
わ
な
い
者
又

は
意
見
聴
取
に
お
け
る
主
宰
者
の
職
務
執
行
を
妨
げ
、
そ
の
他
不
当
な
行
状
を
す
る
と
疑
う
に
足

り
る
顕
著
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
者
の
入
場
を
禁
ず
る
こ
と
。

（
指
示
等
）

第
二
十
八
条
　
主
宰
者
は
、
傍
聴
人
の
意
見
聴
取
の
会
場
へ
の
入
場
又
は
退
場
に
際
し
、
職
員
を
し
て

傍
聴
人
に
対
し
意
見
聴
取
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
の
会
場
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
傍
聴
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ

る
事
項
の
遵
守
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
静
粛
に
議
事
を
聴
く
こ
と
。

二

主
宰
者
の
意
見
聴
取
の
指
揮
を
妨
害
す
る
こ
と
、
意
見
聴
取
に
お
い
て
発
言
す
る
者
の
発
言
を

妨
害
す
る
こ
と
等
に
よ
り
意
見
聴
取
の
進
行
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

三
　
不
当
な
行
状
を
し
な
い
こ
と
。

四
　
み
だ
り
に
自
席
を
離
れ
な
い
こ
と
。

五
　
主
宰
者
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
九
条
　
第
二
十
七
条
（
第
二
号
に
限
る
。）
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条

第
二
号
及
び
前
条
中
「
傍
聴
人
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
示
に
従
わ
な
い
者
等
に
対
す
る
措
置
）

第
三
十
条
　
主
宰
者
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
指
示
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に
従
わ
ず
、
又
は
同
条
第
二
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
遵
守
し
な
い
者
に
対
し
、
退
場
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節
　
証
拠
調
べ

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
）

第
三
十
一
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
主
宰
者
に
対
し
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
物
件
の
提
出
要
求
）

第
三
十
二
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
書
類
そ
の

他
の
物
件
の
所
持
人
に
対
し
、
そ
の
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
参
考
人
の
証
言
）

第
三
十
三
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
参
考
人
に

証
言
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
鑑
定
）

第
三
十
四
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
適
当
と
認

め
る
者
に
、
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
証
）

第
三
十
五
条
　
主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
検
証
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
証
拠
調
べ
の
申
出
の
方
式
）

第
三
十
六
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
第
三
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
証
拠
調
べ
を

申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
証
拠
及
び
そ
の
内
容
と
証
明
し
よ
う
と
す
る
事
実
と
の
関
係
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
調
べ
の
申
出
の
却
下
）

第
三
十
七
条
　
主
宰
者
は
、
証
拠
調
べ
の
申
出
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
申
出
を

却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
証
拠
調
べ
の
申
出
が
前
条
に
定
め
る
方
式
に
よ
ら
な
い
と
き
。

二
　
申
出
に
係
る
証
拠
調
べ
が
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
。

三

証
拠
調
べ
の
申
出
が
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
時
機
に
後
れ

た
た
め
、
こ
れ
を
行
う
場
合
に
は
意
見
聴
取
の
終
結
が
遅
延
す
る
と
認
め
る
と
き
。

（
意
見
聴
取
期
日
外
に
お
け
る
証
拠
調
べ
）

第
三
十
八
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
に
お
け
る
審
理
の
適
正
な
進
行
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
外
に
お
い
て
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
参
考
人
に
証
言
を
さ

せ
、
又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安

委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
す
る
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官
に
こ
れ
ら
の
証
拠

調
べ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
証
拠
調
べ
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
主
宰
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
日
時
及
び
場
所

を
当
事
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
、
こ
れ
に
立
ち
会
う
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
意
見
聴
取
に
出
頭
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
口
頭
で
告

げ
れ
ば
足
り
る
。

３

第
一
項
の
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
主
宰
者
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官

に
証
拠
調
べ
を
行
わ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
）
は
、
証
拠
調
べ
の
終
了
後
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
拠
調
べ
調
書
（
第
七
号
様
式
）
を
速
や
か
に
作
成
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
日
時
及
び
場
所

三

証
拠
調
べ
を
行
っ
た
者
（
公
安
委
員
会
が
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
参

与
し
た
公
安
委
員
）
の
職
名
及
び
氏
名

四
　
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
っ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
参
考
人
の
証
言
の
要
旨
又
は
検
証
の
概
況

４

第
二
十
五
条
の
規
定
は
公
安
委
員
又
は
意
見
聴
取
官
（
こ
れ
ら
の
者
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
を
含

む
。）
が
第
一
項
の
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
の

規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
調
べ
調
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
十
五
条
中
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
意
見
聴
取
調
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
証
拠
調
べ
調
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
を
受
け
た
場
合
の
手
続
）

第
三
十
九
条
　
主
宰
者
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
の
提
出
を
受
け

た
と
き
又
は
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
物
件
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
提
出
物
目
録
（
第
八
号
様
式
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
提
出
を
受
け
た
年
月
日

三
　
提
出
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

提
出
を
受
け
た
証
拠
書
類
若
し
く
は
証
拠
物
件
又
は
物
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
拠
書

類
等
」
と
い
う
。）
の
標
目
並
び
に
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

２

主
宰
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
物
目
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
提
出
者
に
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
宰
者
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
提
出
を
受
け
た
証
拠
書
類
等
を
速
や
か
に
提
出
者
に

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
拠
書
類
等
の
返
還
は
、
還
付
請
書

（
第
九
号
様
式
）
と
引
替
え
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
梨
県
公
報
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第
四
節
　
意
見
聴
取
調
書

（
意
見
聴
取
調
書
の
作
成
）

第
四
十
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
聴
取
の
終
了
後
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
意
見
聴
取
調
書
（
第

十
号
様
式
）
を
速
や
か
に
作
成
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
案
の
件
名

二
　
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

三

主
宰
者
（
公
安
委
員
会
が
主
宰
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
席
し
た
公
安
委
員
）
の
職
名

及
び
氏
名

四
　
出
席
し
た
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
補
佐
人
及
び
参
考
人
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
意
見
聴
取
の
進
行
の
要
領

六

当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
発
言
の

要
旨

七

提
出
さ
れ
た
証
拠
の
標
目
及
び
そ
の
証
拠
調
べ
の
有
無
並
び
に
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
証
拠
の
内

容
八
　
参
考
人
の
証
言
の
要
旨

九
　
検
証
の
概
況

十
　
意
見
聴
取
を
公
開
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

２

意
見
聴
取
調
書
に
は
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他
主
宰
者
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
添
付
し
て

調
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
聴
取
調
書
の
閲
覧
）

第
四
十
一
条
　
当
事
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
前
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
調
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
。第

六
章
　
雑
則

（
意
見
聴
取
の
公
示
に
伴
う
措
置
）

第
四
十
二
条
　
公
安
委
員
会
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
示
又
は
第
十
六
条
第
三
項
（
同
項

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
公
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
事
案
の
件
名
並
び
に
当
事
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書

類
を
作
成
し
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
の
再
開
）

第
四
十
三
条
　
公
安
委
員
会
は
、
意
見
聴
取
が
終
結
し
た
後
に
お
い
て
、
命
令
を
行
う
た
め
特
に
必
要

が
生
じ
た
と
き
は
、
改
め
て
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
改
め
て
意
見
聴
取
を
行
う
場
合
に
は
、
意
見
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
当
事

者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
意
見
聴
取
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
前
各
章
及
び
前
条
の

規
定
の
例
に
よ
る
。

（
書
類
の
送
達
）

第
四
十
四
条
　
公
安
委
員
会
が
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
送
達
す
る
書
類
は
、
郵
便
若
し
く
は
民
間
事

業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
る
送
達
又
は
交
付
送
達
に
よ
り
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の

住
所
又
は
居
所
（
事
務
所
及
び
事
業
所
を
含
む
。）
に
送
達
す
る
も
の
と
す
る
。

２

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
十

八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
送
達
の
方
法
及
び
送
達
に
係
る
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第１号様式（第９条関係）
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第２号様式（第１４条関係）
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第３号様式（第１４条関係）
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第４号様式（第１６条関係）
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第５号様式（第１６条関係）
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第６号様式（第２３条関係）
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第７号様式（第３８条関係）
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第８号様式（第３９条関係）



山
梨
県
公
報

第
二
千
六
百
十
七
号
　
　
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

六
二
三

第９号様式（第３９条関係）
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第１０号様式（第４０条関係）
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